
 

令和７年３月６ 日 

総 務 部 総 務 課 

 

江東区長及び副区長の給料等に関する条例等の 

一部を改正する条例について 

 

１ 改正の理由 

国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い規定を整備するため、

条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

（１）対象条例 

第１条 江東区長及び副区長の給料等に関する条例 

第２条 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

第３条 江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関す 

る条例 

   第４条 江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例 

   第５条 江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例 

   第６条 江東区監査委員の給与等に関する条例 

   第７条 江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例 

 （２）改正内容 

   〇費用弁償として定める旅費の種目を次のように改める。 

現行 改定後 

車賃 その他の交通費 

日当 宿泊手当 

宿泊料 
宿泊費 

包括宿泊費 

支度料 
渡航雑費 

旅行雑費 

食卓料 廃止 

 

   〇旅費の額の根拠規定を次のように改める。 

現行 改定後 

国家公務員等の旅費に関する法律 国家公務員等の旅費に関する法律

施行令 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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江東区長及び副区長の給料等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（給料） （給料） 

第２条 区長等の給料の額は、別表第１のとお

りとする。 

第２条 区長等の給料の額は、別表のとおりと

する。 

（旅費） （旅費） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費と

し、その額は、別表第２のとおりとする。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その

他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及

び渡航雑費とし、その額は、国家公務員等の旅

費に関する法律施行令（令和６年政令第３０

６号）の適用を受ける指定職職員等（同令第１

条第２項第２号に規定する者をいう。）の例に

よる。 

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略） 

別表第１ （略） 別表 （略） 

別表第２（第３条関係） （削る） 

職名 旅費の額 

区長 国家公務員等の旅費に関する法律

（昭和２５年法律第１１４号）中内

閣総理大臣等中その他の者相当額 

副区長 国家公務員等の旅費に関する法律

中指定職の職務にある者相当額 
 

 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行

雑費とし、その額は、副区長相当額とする。た

だし、議長又は副議長が、区議会を代表する場

合は、区長相当額とする。 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手

当及び渡航雑費とし、その額は、副区長相当額

とする。ただし、議長又は副議長が、区議会を

代表する場合は、区長相当額とする。 

３ （略） ３ （略） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料及び食卓料の７種とし、そ

の額は、日当を５，０００円、その他について

は、江東区職員の旅費に関する条例（昭和３０

年４月江東区条例第８号）の適用を受ける職

員の例による。 

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊

手当とし、その額は、宿泊手当を副区長相当

額、その他については、江東区職員の旅費に関

する条例（昭和３０年４月江東区条例第８号）

の適用を受ける職員の例による。 

３ 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対

して支給する旅費の例による。ただし、日当の

減額に関する規定は、適用しない。 

３ 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対

して支給する旅費の例による。 

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、

副区長相当額とする。 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊

手当とし、その額は、副区長相当額とする。 

３ （略） ３ （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

日当、宿泊料及び食卓料の７種とし、その額

は、副区長相当額とする。 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他

の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当と

し、その額は、副区長相当額とする。 

３ 委員が会議に出席するときの費用弁償は、

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の５種

とする。 

３ 委員が会議に出席するときの費用弁償は、

鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊

費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。 

４ （略） ４ （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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江東区監査委員の給与等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（旅費及び費用弁償） （旅費及び費用弁償） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 旅費又は費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料

及び旅行雑費とし、その額は、江東区長及び副

区長の給料等に関する条例（昭和３１年１１

月江東区条例第１７号。以下「区長等の給料等

条例」という。）の規定により副区長が受ける

べき額に相当する額とする。 

２ 旅費又は費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、

航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当及び渡航雑費とし、その額は、江東区

長及び副区長の給料等に関する条例（昭和３

１年１１月江東区条例第１７号。以下「区長等

の給料等条例」という。）の規定により副区長

が受けるべき額に相当する額とする。 

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（旅費） （旅費） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費と

し、その額は、国家公務員等の旅費に関する法

律（昭和２５年法律第１１４号）中指定職の職

務にある者相当額とする。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その

他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及

び渡航雑費とし、その額は、国家公務員等の旅

費に関する法律施行令（令和６年政令第３０

６号）の適用を受ける指定職職員等（同令第１

条第２項第２号に規定する者をいう。）の例に

よる。 

第４条～第６条 （略） 第４条～第６条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後のそれぞれの条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行について適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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